
平成２２年３月３０日（火）

第５回（平成２１年度）紛争解決手続代理業務試験の合格者について

１ 第５回紛争解決手続代理業務試験の合格者を別添の合格基準に基づき決定し、本日の

官報に公告した。

２ 紛争解決手続代理業務試験は、社会保険労務士法（昭和４３年法律第８９号）第１３

条の３第１項の規定に基づいて、実施されるものである。

第５回試験は、平成２１年１２月１２日（土）に全国１２都道府県で実施され、その

結果は次のとおりである。

(1) 受験者数 １，６４４人

(2) 合格者数 １，０３８人

(3) 合格率 ６３．１４％

３ 合格者の年齢別・男女別構成は次のとおりである。

(1) 年齢別構成

２０歳代（２．６％ 、３０歳代（２９．９％ 、４０歳代（３１．４％ 、） ） ）

５０歳代（２２．０％ 、６０歳代以上（１４．２％））

(2) 男女別構成

男性（６３．５％ 、女性（３６．５％））

この試験は、平成１７年の社会保険労務士法改正に伴い新設され、下記（２）①に

基づき、平成１８年度から実施されている。

（１）特定社会保険労務士

以下の紛争解決手続代理業務は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、社会保険労

務士名簿にその旨の付記を受けた社会保険労務士（ 特定社会保険労務士」という ）「 。



に限り行うことができる。

① 都道府県労働局における個別労働関係紛争のあっせんの手続等の代理

② 都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっせんの手続等の代理

③ 都道府県労働局における男女雇用機会均等法の調停の手続等の代理

④ 都道府県労働局におけるパート労働法の調停の手続等の代理

⑤ 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続

における当事者の代理

※上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締

結の代理を含む。

※平成21年7月1日公布の改正育児介護休業法により、同法の調停の手続等の代理業務

も特定社会保険労務士の業務とされ、平成22年4月1日から施行される予定。

（２）裁判外紛争解決手続の代理業務に係る研修及び試験

① 上記代理業務に必要な学識及び実務能力に関する研修の修了者に対し試験を実

施する。

② 当該試験の合格者のみ上記代理業務を行うことができることとする。


